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   ● パソコン講習会 ●  簡易ホームページをつくろう！ 
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定員になり次第 

締め切 り ま す 

 

リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
 

   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業

以外の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談予定日は毎月第一金曜日です。（平成24年度は28件の相

談がありました。）          

        次回相談予定日  平成２５年８月２日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

   

■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 



      次回の 会員一斉訪問実施予定日は ８月１日（木） です  
 

  

 ☎ 45- 2210  

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２５年７月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 ２．０５％   → 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．６５％   → 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．７５％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 

 

記帳継続指導個別相談会のご案内  

  商工会では、日常の記帳から所得税確定申告まで年間を通して記帳継続指導を行っております。また、所得税の源 

泉事務や簡易な税務相談も併せて行っております。特にパソコンを利用した記帳処理をはじめ記帳でお悩みの方はお

気軽にご相談の上記帳継続指導をお申し込みください。 

お申し込みをいただいた事業所を対象に、平成２５年度の税理士による個別相談会を下記のとおり実施します。 

記帳や税務に係るご相談がございましたら所属支所までご連絡ください。 
 

 
 

      

                 

                   

     
       

   
          

   
        

            

   
       

         

     
       

          

      ❤ 商工ふれあい共済加入者人間ドッグ助成金のご案内 ❤ 
 商工会では、ふれあい共済加入者の健康維持増進を目的に人間ドック・健康診断の助成金制度を設けて 

います。助成金を希望される方は下記条件をご確認の上、お申し込みください。 
 

  ●助 成 金 額   人間ドック １０，０００円／一人  健康診断 ７，０００円／一人 

  ●被助成者数  人間ドック  ３名（先着）      健康診断 １９名（先着） 

  ●助成対象条件  ①タイプⅡに疾病入院特約を付保し２年以上経過している。 

           ②疾病での共済金受給後（支払日より）１年以上経過している。 

               ③人間ドック受診費用が２万円以上、健康診断受診費用が１万５千円以上である。 

           ④H2５.4/1～H2６.3/31の間で人間ドックまたは健康診断を受診している。 

           ⑤平成2４年度人間ドック助成金受給者も可能。 

  ●申 請 方 法   申込書にご記入ご捺印の上、人間ドックまたは健康診断受診時発行の領収書（控） 

           を添付してください。（申込書は商工会にあります。）          
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